
〇水道料金・下水道使用料について

・水道料金については、当面の間は変わりません。

・請求については、令和２年５月請求分から佐賀西部広域水道企
業団が請求します。

・お支払い方法については、これまで通り①口座振替②納入通知書
のいずれかでのお支払いになります。

・下水道事業については、これまで通り武雄市が運営しますが、下
水道使用料に関してのみ、水道料金と合わせて、検針・料金算
定・請求・徴収を佐賀西部広域水道企業団が行います。



・口座振替については、これまで通り指定の口座での振替になりますが、
振替日が毎月27日に変わります。

・27日に振替ができなかった場合は、翌月１０日に再度振替を行います。

・いずれも指定日が休日の場合は翌営業日の振替になります。

・振替は水道料金と下水道使用料の両方をお支払いの方は合計した金額
の振替を行います。

・すでに口座振替によりお支払いいただいている方につきましては、
金融機関でのお手続きは必要ありません。

〇口座振替によるお支払いについて



・納入通知書については、圧着ハガキ式に変わります。

〇納入通知書によるお支払いについて
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佐賀西部広域水道企業団 武雄営業所 TEL 0954-22-2874

【見本】



・発送日が毎月15日から19日に変わります。

・お支払いできる場所については、武雄市内に店舗のある金融機関のほか、
佐賀信用金庫、佐賀東信用組合、佐賀県信用漁業協同組合連合会、コン
ビニエンスストア、佐賀西部広域水道企業団武雄営業所でお支払いいた
だけます。

・納入期日が毎月月末から翌月１０日に変わります。

・佐賀銀行武雄市役所派出所及び武雄市役所内ではお支払いができなくな
ります。

・武雄市よりお送りした納入通知書は４月１日以降すべて使えなくなります。

〇納入通知書によるお支払いについて


